
N スポーツコミッションなよろ総務委員会規程 

（総則） 

第 1 条 この規程は、一般財団法人 N スポーツコミッションなよろ（以下「本コミッション」という。）

の総務委員会に関することを定める。 

 

（所管事項） 

第 2 条 この委員会は、以下の事項を所管する。 

(1) 組織の持続的かつ健全な運営体制構築に関すること。 

(2) 財務、規約、会員管理、広報、情報管理など、コミッション全体の基盤強化に関すること 。 

(3) 理事会・評議会・各種会議との連携強化、および透明性の確保に関すること。特に各会議からの提言

や要望を受け、組織運営上の課題を解決し、事業推進のために私的な環境を整備する。 

(4) 組織の行動規範を浸透させ、効率的かつ戦略的な事務局運営を推進すること。また、コミッション全

体の広報・ブランディング戦略を策定し、対外的な情報発信を統括する役割も担う。 

(5) 規約その他諸規定に関すること。 

(6) 会員に関すること。会員からの意見や要望を吸い上げ、組織運営および各事業計画に反映させるため

の調整を行う。 

(7) スポーツ表彰に関すること。 

 

（構成） 

第 3 条 委員会の委員は、6 名から 7 名で構成される。 

2 委員は、代表者会議、スポーツ団体会議、地域づくり会議から選出される。 

 

（役員） 

第４条 この委員会に次の役員を置く。 

（１）委員長  １名 

（２）副委員長 若干名 

２ 前項第１号及び第２号の役員は委員会の互選により選出される。 

 

（役員の職務） 

第 5 条 委員長は委員会を代表し会務を掌理する。また、理事会に派遣され。理事としてその職務を担

う。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

 

（任期） 

第 6 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された委員の任期は,前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期

間とする。 



３ 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行なう。 

 

（委員会） 

第 7 条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとなる。 

3 委員会を開催した時は、議事録を作成し、速やかに事務局にて保存する。 

 

（規程の変更） 

第 8 条 この規程は、理事会の議決により変更できる。 

 

（委任） 

第 9 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


